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○東北学院大学受託研究規程 

平成26年11月19日制定第40号 

改正 

平成29年９月20日改正第110号 

令和２年１月30日改正第３号 

令和５年２月16日改正第39号 

東北学院大学受託研究規程 

（目的） 

第１条 この規程は、東北学院大学（以下「本学」という。）の受託研究の取扱いについて必要な事

項を定め、本学における教育研究の進展を図ることにより、社会の発展に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「受託研究」とは、本学が、民間、国、地方公共団体等（以下「委託者」

という。）から研究、調査等の委託を受け、これらに要する経費を委託者の負担によって行う研究

をいう。 

２ この規程において「研究代表者」とは、受託研究の遂行に関して責任を負う研究者をいう。なお、

本学附置の研究所において遂行する受託研究の場合は、当該研究所の責任者が研究代表者となる。 

（実施基準） 

第３条 受託研究の受入れは、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ず

る恐れがないと認められる場合に限る。 

（実施条件） 

第４条 受託研究の受入条件は、次に掲げる事項とし、原則として契約書等に記載するものとする。 

(１) 研究課題、研究目的、研究内容、研究期間、研究代表者その他研究の遂行に必要な事項につ

いて定めること。 

(２) 本学が受け入れる研究費は、金額、入金方法及び入金の期日を定め、委託者は定められた期

日までに入金すること。 

(３) 入金された研究費は、原則として返金しないこと。ただし、災害その他やむを得ない事由に

より当該研究の遂行が困難になった場合は、その一部又は全部を返金することがあること。 

(４) 本学が受け入れた研究費によって取得した設備、備品等は、本学に帰属すること。ただし、

委託者が国、地方公共団体等（以下「国等」という。）の場合、国等に定めのある場合は、その
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定めに従うものとすること。 

(５) 研究成果に伴う知的財産等の取扱いは、東北学院大学発明等規程その他本学の関連諸規程に

よって行うこと。 

(６) 災害その他やむを得ない事由が発生した場合は、委託者と本学が協議の上、受託研究を中止

又は延長することができること。 

(７) 受託研究期間中において委託者に損害が発生した場合、本学の故意又は重大な過失がないと

きは、本学は責任を負わないこと。 

(８) 委託者と本学は、受託研究の遂行に必要な資料及び情報を相互に開示すること。ただし、開

示された資料及び情報の取扱いについては、契約書等において秘密保持の取決めを行うものとす

ること。 

２ 前項に定める事項のほか、委託者及び本学は、協議の上、必要に応じて契約書等により受入条件

を別途定めることができる。 

３ 委託者が国等の場合は、第１項に規定する条件を国等の条件によって実施する場合がある。 

（研究費の支出） 

第５条 研究費は、原則として研究費入金前に支出することができない。ただし、委託者が国等の場

合は、内示、内定、採択通知等（以下「内定等」という。）の文書に基づき本学が立て替えて支出

することができる。 

２ 前項に定める場合を除き、やむを得ない事情がある場合には、学長の承認を得て入金前に立て替

えて支出することができる。 

（間接経費の額） 

第６条 国等が資金を配分する間接経費は、国等の定めに従うものとし、民間からの間接経費は、直

接経費の30％に相当する額を標準とする。ただし、特別の事情がある場合は、学長の承認を得て直

接経費に対する乗率を変更することができる。 

（間接経費の取扱） 

第７条 間接経費は、別に定める東北学院大学における競争的資金等の間接経費取扱規程に基づき取

り扱う。 

（研究費の使用期間） 

第８条 研究費は、原則として契約期間内に使用しなければならない。ただし、特別の事情がある場

合は、学長の承認を得て本学の研究代表者と委託者との協議により、契約等を締結の上、使用期間

を変更することができる。 
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（研究費の管理及び監査） 

第９条 研究費の使用に関する管理及び監査については、別に定める東北学院大学における研究活動

上の不正行為の防止、対応等に関する規程に従う。 

（研究代表者） 

第10条 研究代表者は、本学専任の教職員が就任しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、学長の承認を得て客員教授等を研究代表者

とすることができる。 

（申込方法） 

第11条 受託研究の申込みは、委託者が研究代表者を通じ、学長へ受託研究申込書（別紙様式１）を

提出しなければならない。ただし、委託者が国等の場合は、内定等の文書によって申込みがあった

ものとみなす。 

（受入れの決定） 

第12条 学長は、受託研究の実施基準に基づき受託研究の受入れを決定する。 

２ 学長は、研究費が100,000,000円を超える受託研究を実施する場合は、理事長の承認を得なければ

ならない。 

（契約） 

第13条 学長は、受託研究の受入れを認めたときは、受託研究承諾書（別紙様式２）を委託者に提出

し、契約書に基づき受託研究契約を締結するものとする。ただし、委託者が国等の場合は、国等の

定めに従って行うものとする。 

（会計） 

第14条 研究費は、原則として学校法人東北学院経理規程及び学校法人東北学院経理規程施行細則に

基づいて会計処理を行う。ただし、委託者が国等の場合は、国等の定めに従って会計処理を行うも

のとする。 

（報告書の提出） 

第15条 研究代表者は、研究期間終了後、速やかに学長に成果報告書を提出しなければならない。 

２ 学長は、受託研究契約書に基づき委託者へ研究代表者が作成した成果報告書を提出しなければな

らない。 

（事務） 

第16条 受託研究の受入れに関する事務は、研究支援部研究支援課において処理するものとする。 

（改廃） 
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第17条 この規程の改廃は、研究環境改善推進委員会の発議により、教授会の議を経て学長が行い、

理事会の承認を得るものとする。 

附 則 

１ この規程は、平成26年11月19日から施行し、制定後の第６条の規定は、平成27年４月１日以降の

研究開始日となる受託研究契約から適用する。 

２ この規程の施行に伴い、「東北学院大学受託研究規程（平成９年４月１日制定第６号）」は、廃

止する。 

附 則（平成29年９月20日改正第110号） 

この規程は、平成29(2017)年９月20日から施行し、平成29(2017)年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年１月30日改正第３号） 

この規程は、2020年１月30日から施行する。 

附 則（令和５年２月16日改正第39号） 

この規程は、2023年４月１日から施行する。 

別紙様式１（第11条関係） 

別紙様式２（第13条関係） 

 


